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各 中 学 校 長 様

教育委員会事務局指導室長

令和３年度中学生英語検定料補助事業について

標記の件につきまして、令和３年度も引き続き区立中学校の第３学年生徒を対象に、生徒１

人当たり年間１回の英語検定料を補助いたします。

つきましては、下記の注意点等に十分ご留意のうえご対応のほどよろしくお願いします。

記

１ 対象者

区立中学校に在籍する第３学年生徒

※検定料の補助対象となるのは、生徒１人当たり年間１回の受験のみです。

２ 対象となる検定

（１）第１回英語検定（一次試験）

準会場（学校）：５月２１日（金）、２２日（土）、２３日（日）、２８日（金）、

２９日（土）、３０日（日）及び６月１２日（土、４・５級限定）から１

日程

本会場（外部）：５月３０日（日）

（２）第２回英語検定（一次試験）

準会場（学校）：１０月１日（金）、２日（土）、３日（日）、８日（金）、９日（土）、

１０日（日）及び２３日（土、４・５級限定）から１日程

本会場（外部）：１０月１０日（日）

（３）第３回英語検定（一次試験）

準会場（学校）：令和４年１月１４日（金）、１５日（土）、１６日（日）、２１日（金）、

２２日（土）、２３日（日）及び２月５日（土、４・５級限定）から１日程

本会場（外部）：令和４年１月２３日（日）

※ 準会場（通学先の学校）、本会場（英検協会が指定する外部の公開会場）いずれの場合

も全額補助の対象となります。

３ 申込み方法

申込みについては、教材業者（㈲わこ教材社）が各学校で対応します。生徒が申し込む際には

教材業者が用意する申込用封筒を使用してください。なお、第２回以降に、別の対応になる場合

がある場合は改めて連絡します。

【第１回英語検定の申込方法について（準会場（学校）・本会場（外部）いずれも）】

※英検協会の受付期間：４月５日～４月２３日

（１） 生徒は申込用封筒に必要事項を記入し、学校が定める提出日に教材業者に提出する。

① 検定料の補助を利用する３年生

検定料を入れないで封筒のみ提出する。

② 検定料の補助を利用しない１～３年生

受験する級の検定料を入れた封筒を提出する。

（２） 教材業者が集計し、英検協会に団体申込を行う。（学校には受験者リストを送付）

（３） 英検協会は検定料の補助を利用した生徒分の費用を後日教育委員会に請求する。



４ 注意点

（１）最新の情報については英検協会のＨＰをご確認ください。

（２）検定料補助はすべての級（１級、準１級、２級、準２級、３級、４級、５級）が対象です。

（３）複数回受験する場合やダブル受験（同じ回に複数級を受験）する場合、補助対象となるの

はそのうち１回の検定・１つの級のみです。誤って複数分の公費受験の申込みを行った場合

には、重複分の検定料を後日生徒保護者等から区へ返還していただくことになりますので、

ご注意ください。

（４）検定料の補助を受けて受験した３年生については、準会場・本会場共に各校で必ず名簿等

に、氏名、受験級、検定料（準会場と本会場で異なります）を記録してください。

特に本会場で受験した３年生は、教材業者は把握していませんので、同じ生徒が２回補

助を受けることがないようご注意ください。

（５）書店・コンビニエンスストア・インターネット等を利用し、学校や指定教材業者を通さ

ず個人で申し込んだ場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

（６）受験申込みについては、各学校で受験希望者を級別に取りまとめ、公費受験／私費受験、

準会場受験／本会場受験がわかるように生徒名簿等で管理してください。（教育事業係

で検定料の支払処理を行う際、英検協会からの請求金額内訳と各学校での受験者数を照

合します。）

英検協会の受験申込期限を過ぎると、変更や取消はできません。公費受験分重複申込の

原因となりますので、期限前に複数人で受験者数を確認する等、誤りがないように徹底

してください。

５ 英検協会への検定料支払いについて

各回終了後、教育委員会事務局から英検協会へ支払いを行います。学校からは、各回の申込手

続き終了後、公費受験者の一覧を教育事業係まで提出願います。
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